
このマークをつけている方は、 

付添い介護中です。 

外出先で見かけたら、 

温かく見守ってください。 

「
認
知
症
患
者
や
障
害
者
の
介
護
は
、 

他
の
人
か
ら
見
る
と
介
護
中
と
い
う
こ
と
が 

分
か
り
に
く
い
た
め
、
誤
解
や
偏
見
を
も
た
れ 

と
て
も
困
っ
て
い
る
。
」 

 

秋
田
県
で
は
、
介
護
家
族
か
ら
の
声
に
応
え
て
、 

介
護
中
で
あ
る
こ
と
を
周
り
の
人
が
分
か
る
よ
う
に 

介
護
マ
ー
ク
の
普
及
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

 

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
が
、
優
し
い
秋
田
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。 

 

お問い合わせ先：秋田県健康福祉部長寿社会課 018-860-1361 

＊介護していることを 
 周囲にさりげなく 
 知ってもらいたい時 
 

＊駅やサービスエリア、 
 お店などのトイレで 
 付き添う時 
 

＊男性介護者が女性用の 
 下着を購入する時 
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